
 
特定非営利活動法人日本岩盤温浴協会入会のご案内 

 
拝啓 
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼

申し上げます。 
2月 12日開催の日本岩盤温浴協会発起会に於いては 250名を超えるご出席を頂き深く感謝
申し上げます。当日以降各方面の方々より非常に多数の入会希望を頂戴いたしました。 
しかしながら、本日まで協会運営の体制未整備の状態でしたのでご入会をお待ち頂く結果

と相成りました。 
この度、本年７月６日付にて内閣府より特定非営利活動法人の認証を経て、本年７月 2７日
付けにて特定非営利活動法人登記を完了致しました。 
 
この度協会趣旨にご賛同頂ける企業様、個人様に入会の御案内を差し上げる次第です。 
 
申込方法 

１）特定非営利活動法人日本岩盤温浴協会ホームページ（入会申込みからおこなえます） 

http://www.jspso.org/ 
２）ＦＡＸ申込 

別添の事前入会申込書に必要事項をご記入の上、下記 FAX番号宛お送り下さい。 

３）郵送 

別添の事前入会申込書に必要事項をご記入の上、下記住所宛ご郵送下さい。 

 
御申込後７日以内に入会金/年会費の合計を指定銀行口座あて御振込下さい。 

※御振込手数料は御負担願います。 

御入金確認後、入会登録手続き完了のご案内をさせていただきます。 

会員種別に関しましては、巻末に記載いたしております。 

 
今後とも皆様方のご指導、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

                               敬具 
平成 19年 8月吉日 

 
特定非営利活動法人日本岩盤温浴協会 事務局



入会申込書 
申込年月日 平成    年    月    日 

ふりがな   代表者名 役職 

団体名 印    

ふりがな   所属 役職 

登録者名       

ふりがな   

〒 

TEL FAX 

E-mail Address 

団
体
会
員 

 

所在地 

ホームページ 

申込年月日 平成    年    月    日 

ふりがな   年齢 

氏名 印

   男    女 

  

ふりがな   

〒 

TEL FAX 

個
人
会
員 

住所 

E-mail Address 

該当するものに○を付けてください 入会金 年会費 合計 

１．団体正会員 A 30,000 円 48,000 円 78,000 円

２．団体正会員 B 15,000 円 24,000 円 39,000 円
会費 

３．個人正会員 5,000 円 18,000 円 23,000 円

振込予定日 平成    年    月    日 

※ 振込先：三井住友銀行 人形町支店 普通 １２０３６７０ 
特定非営利活動法人日本岩盤温浴協会  

日本岩盤温浴協会本部： 〒110-0005東京都台東区上野 2-14-22明治安田生命ビル 6F 
事  務  局   ： 〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町 4-9吉田ビル 3Ｆ 

TEL03-3248-8266／FAX03-3546-0323 平日：10：00～18：00 
ＵＲＬ：http://www.jspso.org/  E-mail : jspso@jspso.org 



会員種別 
個 人 会 員 団 体 会 員 A 団 体 会 員 B 
・一般個人 
・岩盤温浴施設従業員 
・学識者等 

・登記法人、サロン経営２

店舗以下の場合に於いても

メーカー系事業及びその他

事業を営んでいる事業主 
・任意団体および組織 
・サロン経営のみの企業で

3 店舗以上経営の施設事業
主 ※個人経営含む。 

・登記法人 
・任意団体および組織 
・２店舗以下経営の施設事

業主（店舗数はサロン経営

のみの場合適用されます）

※個人経営含む。 

【特 典】 
１）定期配布機関紙を無料購読

できる。 
２）イベント参加会員割引 
３）認定セミナー参加 
４）会員名簿掲載（個人名） 
５）会員証の発行 

【特 典】 
１）定期配布機関紙を無料購読できる。 
２）イベント参加会員割引 
３）認定セミナー参加 
４）会員名簿掲載（団体名） 
５）会員証および会員証票の発行 
※会員証票は店舗掲載用（店舗名掲載）です。 
（店舗毎実費） 
６）丸適マーク受審資格（平成 20年度予定） 

【会 費】 
 入会金：5,000円 
 年会費：18,000円 

【会 費】 
 入会金：30,000円 
年会費：48,000円 

【会 費】 
入会金：15,000円 
年会費：24,000円 

【寄 付】 
一口＝50,000円 
各企業決算時損金扱いとなりますが、事前に管轄税務署にお問合せをお願いします。 
 
【附 則】 
・協会趣旨および目的を理解する事。 
・施設事業主（サロン等）申請者は、公衆浴場法における許可証の写し（店舗全て）を提

出する事。 
・登記法人については、登記簿謄本等のコピーを提出する事。 
・任意団体および組織は、定款若しくは規約を提出する事。 
・会員は協会理念を尊重し、岩盤温浴業界発展に寄与する活動を行う事。 
・特定の製品について誹謗中傷するような発言や行為は現に慎む事。 
・公序良俗に反する法人･団体および連鎖販売等を営んでいる、違法性を有する法人･団体

の入会は認めない。 
会員種別などについてのご不明な点は、事務局までお問合せください。 

Ver2.0 


